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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
波長λが４５０nm以下の光束を発する光源手段と、前記光源手段から発せられた光束を偏
向手段に導光する１枚以上の入射光学素子を有する入射光学系と、前記偏向手段により偏
向された光束を被走査面上に結像させる１枚以上の結像光学素子を有する結像光学系と、
を具備する光走査装置において、
　前記入射光学素子は、屈折光学素子又は曲面ミラーであり、前記結像光学素子は、屈折
光学素子又は曲面ミラーであり、
　前記結像光学系を構成する前記偏向手段側から数えて第i番目の結像光学素子の副走査
断面内のパワーをφi、前記第i番目の結像光学素子の材質の屈折率、前記屈折率の温度変
化率を各々ni、dni/dt(1/℃)、前記結像光学系の副走査断面内のパワー、前記結像光学系
の副走査断面内の倍率を各々φ、β、
　前記入射光学系を構成する前記光源手段側から数えて第i番目の入射光学素子の副走査
断面内のパワーをφi´、前記第i番目の入射光学素子の材質の屈折率、前記屈折率の波長
変化率を各々ni´、dni´/dλ（1/nm）、前記入射光学系の副走査断面内のパワー、前記
入射光学系の副走査断面内の倍率を各々φ´、β´とするとき、
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【数１】

なる条件を満足することを特徴とする光走査装置。
【請求項２】
波長λが４５０nm以下の光束を発する光源手段と、前記光源手段から発せられた光束を偏
向手段に導光する入射光学系と、前記偏向手段により偏向された光束を被走査面上に結像
させる１枚以上の結像光学素子を有する結像光学系と、を具備する光走査装置において、
　前記結像光学素子は、屈折光学素子又は曲面ミラーであり、
　前記結像光学系を構成する結像光学素子のうち少なくとも１つは樹脂材料より成り、
　前記結像光学系を構成する前記偏向手段側から数えて第i番目の結像光学素子の副走査
断面内のパワーをφi、前記第i番目の結像光学素子の材質の屈折率、前記屈折率の温度変
化率を各々ni、dni/dt(1/℃)、前記結像光学系の副走査断面内のパワー、前記結像光学系
の副走査断面内の倍率を各々φ、β、
　前記樹脂材料より成る結像光学素子の全系の副走査断面内のパワーをφPとするとき、 
【数２】

なる条件を満足することを特徴とする光走査装置。
【請求項３】
前記入射光学系を構成する前記光源手段側から数えて第i番目の入射光学素子の副走査断
面内のパワーをφi´、前記第i番目の入射光学素子の材質の屈折率、前記屈折率の波長変
化率を各々ni´、dni´/dλ（1/nm）、前記入射光学系の副走査断面内のパワー、前記入
射光学系の副走査断面内の倍率を各々φ´、β´とするとき、
【数３】

　但し、前記入射光学素子は、屈折光学素子又は曲面ミラーである
なる条件を満足することを特徴とする請求項２に記載の光走査装置。
【請求項４】
前記結像光学系の副走査断面内の倍率は、３以下であることを特徴とする請求項１乃至３
の何れか１項に記載の光走査装置。
【請求項５】
前記結像光学系は、副走査断面内において、前記偏向手段の偏向面の倒れによる前記被走
査面上における結像位置を補正する面倒れ補正機能を有していることを特徴とする請求項
１乃至４の何れか１項に記載の光走査装置。
【請求項６】
前記結像光学系を構成する前記偏向手段側から数えて第i番目の結像光学素子の主走査断
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面内のパワーをφai、前記第i番目の結像光学素子の材質の屈折率、前記屈折率の温度変
化率を各々ni、dni/dt(1/℃)、前記結像光学系の主走査断面内のパワーをφa、前記入射
光学系を構成する前記光源手段側から数えて第i番目の入射光学素子の主走査断面内のパ
ワーをφai´、前記第i番目の入射光学素子の材質の屈折率、前記屈折率の波長変化率を
各々ni´、dni´/dλ（1/nm）、前記入射光学系の主走査断面内のパワー、前記入射光学
系の主走査断面内の倍率を各々φa´、βa´とするとき、
【数４】

　但し、前記入射光学素子は、屈折光学素子又は曲面ミラーである
なる条件を満足することを特徴とする請求項１乃至５の何れか１項に記載の光走査装置。
 
【請求項７】
前記結像光学系を構成する結像光学素子のうち少なくとも１つは樹脂材料より成り、
　前記結像光学系を構成する前記偏向手段側から数えて第i番目の結像光学素子の主走査
断面内のパワーをφai、前記第i番目の結像光学素子の屈折率、前記屈折率の温度変化率
を各々ni、dni/dt(1/℃)、前記結像光学系の主走査断面内のパワーをφa、前記樹脂材料
より成る結像光学素子の全系の主走査断面内のパワーをφapとするとき、

【数５】

なる条件を満足することを特徴とする請求項１乃至６の何れか１項に記載の光走査装置。
 
【請求項８】
前記入射光学系を構成する前記光源手段側から数えて第i番目の入射光学素子の主走査断
面内のパワーをφai´、前記第i番目の入射光学素子の材質の屈折率、前記屈折率の波長
変化率を各々ni´、dni´/dλ（1/nm）、前記入射光学系の主走査断面内のパワー、前記
入射光学系の主走査断面内の倍率を各々φa´、βa´とするとき、
【数６】

なる条件を満足することを特徴とする請求項７に記載の光走査装置。
【請求項９】
前記結像光学系は、屈折光学素子と曲面ミラーの両方を含むことを特徴とする請求項１乃
至８の何れか１項に記載の光走査装置。
【請求項１０】
請求項１乃至９の何れか１項に記載の光走査装置と、前記被走査面に配置された感光体と
、前記光走査装置で走査された光ビームによって前記感光体の上に形成された静電潜像を
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トナー像として現像する現像器と、現像されたトナー像を被転写材に転写する転写手段と
、転写されたトナー像を被転写材に定着させる定着器とを有することを特徴とする画像形
成装置。
【請求項１１】
請求項１乃至９の何れか１項に記載の光走査装置と、外部機器から入力したコードデータ
を画像信号に変換して前記光走査装置に入力せしめるプリンタコントローラとを有してい
ることを特徴とする画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は光走査装置及びそれを用いた画像形成装置に関し、特に光源手段から光変調さ
れ出射した光束を偏向手段としての回転多面鏡（ポリゴンミラー）により反射偏向させ、
結像光学系を介して被走査面上を光走査して画像情報を高速で記録するようにした、例え
ば電子写真プロセスを有するレーザービームプリンタ（LBP）やデジタル複写機やマルチ
ファンクションプリンタ（多機能プリンタ）等に好適な光走査装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来よりレーザービームプリンタ等の光走査装置においては光源手段から画像信号に応
じて光変調され出射した光束を、例えば回転多面鏡（ポリゴンミラー）より成る光偏向器
により周期的に偏向させ、ｆθ特性を有するｆθレンズ系によって感光性の記録媒体（感
光ドラム）面上にスポット状に収束させ、該記録媒体面上を光走査して画像記録を行なっ
ている。
【０００３】
　図１２は従来の光走査装置の要部概略図である。
【０００４】
　同図において光源手段９１から出射した発散光束はコリメーターレンズ９２によって略
平行光束もしくは収束光束とされ、開口絞り９３によって該光束（光量）を整形して副走
査方向のみに屈折力を有するシリンドリカルレンズ９４に入射している。シリンドリカル
レンズ９４に入射した光束のうち主走査断面内においてはそのままの状態で出射し、副走
査断面内においては収束して回転多面鏡（ポリゴンミラー）から成る光偏向器９５の偏向
面９５ａ近傍にほぼ線像として結像している。
【０００５】
　そして光偏向器９５の偏向面９５ａで反射偏向された光束をｆθ特性を有するｆθレン
ズ系（走査光学手段）９６を介して被走査面としての感光ドラム面９７上へ導光し、該光
偏向器９５を矢印Ａ方向に回転させることによって該感光ドラム面９７上を矢印Ｂ方向（
主走査方向）に光走査して画像情報の記録を行っている。
【０００６】
　上記の光走査装置においては感光ドラム面９７上を光スポットで走査する前に該感光ド
ラム９７面上における画像形成を開始するタイミングを調整するために、光検出器として
のＢＤ（beam detector）センサ－９９が設けられている。このＢＤセンサー９８は光偏
向器９５で反射偏向された光束の一部であるＢＤ光束、即ち感光ドラム面９７上の画像形
成領域を走査する前の画像形成領域外の領域を走査している時の光束を受光する。このＢ
Ｄ光束はＢＤミラー９８で反射され、ＢＤレンズ（不図示）で集光されてＢＤセンサー９
９に入射する。そしてこのＢＤセンサー９９の出力信号からＢＤ信号（同期信号）を検出
し、このＢＤ信号に基づいて感光ドラム面９７における画像記録の開始タイミングを調整
している。
【０００７】
　同図における結像光学系９６は副走査断面内において光偏向器９５の偏向面９５aと感
光ドラム面９７とが共役関係となるように構成しており、これより偏向面９５aの面倒れ
を補正している。
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【０００８】
　この様な光走査装置において、近年では、さらなる印字の高精度が求められている。最
近では青色レーザー(ブルーレーザー)など波長５００（nm）以下の短波長の光束を使うこ
とで、光走査装置が被走査面上に形成するスポットを小径化して印字の高精彩化を図って
いる（特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００２－２７７８０３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　従来の光走査装置において、被走査面上における像面深度は一般的に次のように表され
る。
【００１０】
　　（像面深度）＝ａ×λ×（Ｆナンバー）2・・・（Ａ）
　ただし、ａは比例定数（1.64程度）、λは光源から発振する光束の波長（mm）、Ｆナン
バーは結像光学系の射出側のＦナンバー(FNo)である。
【００１１】
　波長λが短くなることで関係式（Ａ）より像面深度が小さくなるのは明らかである。最
近は光学部品の低コスト化から光学部品は樹脂成形品（プラスチック）を使用することが
多くなっている。
【００１２】
　樹脂は環境の変動（特に温度変化）によって屈折率などの特性が変わりやすいという問
題点があり、印字中に温度変化が起きると像面湾曲が大きく変動してしまう。特に短波長
の光束を使用した場合は前述したように像面深度が非常に狭くなるので、像面湾曲が変動
することでスポットが急激に肥大して、印字特性を悪化させるという問題点がある。
【００１３】
　また光偏向器（ポリゴンミラー）の偏向面の面倒れによるピッチムラを補正するために
結像光学系には面倒れを補償する光学系を導入しているが、温度変化によって屈折率が大
きく変動して副走査断面内の共役関係が崩れてくると、その結果ピッチムラが発生すると
いう問題点もある。
【００１４】
　さらに短波長の光束を用いるときの特有の問題として、波長が変動したときの光学素子
の材料の屈折率の変動が赤色光もしくは赤外光を使用したときよりも４～８倍程度大きい
ということがある。光源から発振する光束の初期波長誤差や複数の光源を使用した際の光
源から発振される光束の各波長のバラツキがあると、屈折率が大きく変動して各光束間で
像面上の特性に差が発生してしまう。
【００１５】
　本発明は短波長の光束を用いたときであっても、環境変動や波長変動に対して特に副走
査及び主走査方向の像面特性の劣化やピッチムラが少なく、高精彩な画質が得られる光走
査装置及びそれを用いた画像形成装置の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　請求項１の発明の光走査装置は、波長λが４５０nm以下の光束を発する光源手段と、前
記光源手段から発せられた光束を偏向手段に導光する１枚以上の入射光学素子を有する入
射光学系と、前記偏向手段により偏向された光束を被走査面上に結像させる１枚以上の結
像光学素子を有する結像光学系と、を具備する光走査装置において、
　前記入射光学素子は、屈折光学素子又は曲面ミラーであり、前記結像光学素子は、屈折
光学素子又は曲面ミラーであり、
　前記結像光学系を構成する前記偏向手段側から数えて第i番目の結像光学素子の副走査
断面内のパワーをφi、前記第i番目の結像光学素子の材質の屈折率、前記屈折率の温度変
化率を各々ni、dni/dt(1/℃)、前記結像光学系の副走査断面内のパワー、前記結像光学系
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の副走査断面内の倍率を各々φ、β、
　前記入射光学系を構成する前記光源手段側から数えて第i番目の入射光学素子の副走査
断面内のパワーをφi´、前記第i番目の入射光学素子の材質の屈折率、前記屈折率の波長
変化率を各々ni´、dni´/dλ（1/nm）、前記入射光学系の副走査断面内のパワー、前記
入射光学系の副走査断面内の倍率を各々φ´、β´とするとき、
【数７】

なる条件を満足することを特徴としている。
【００１７】
　請求項２の発明の光走査装置は、波長λが４５０nm以下の光束を発する光源手段と、前
記光源手段から発せられた光束を偏向手段に導光する入射光学系と、前記偏向手段により
偏向された光束を被走査面上に結像させる１枚以上の結像光学素子を有する結像光学系と
、を具備する光走査装置において、
　前記結像光学素子は、屈折光学素子又は曲面ミラーであり、
　前記結像光学系を構成する結像光学素子のうち少なくとも１つは樹脂材料より成り、
　前記結像光学系を構成する前記偏向手段側から数えて第i番目の結像光学素子の副走査
断面内のパワーをφi、前記第i番目の結像光学素子の材質の屈折率、前記屈折率の温度変
化率を各々ni、dni/dt(1/℃)、前記結像光学系の副走査断面内のパワー、前記結像光学系
の副走査断面内の倍率を各々φ、β、
　前記樹脂材料より成る結像光学素子の全系の副走査断面内のパワーをφPとするとき、 

【数８】

なる条件を満足することを特徴としている。
【００１８】
　請求項３の発明は請求項２の発明において、前記入射光学系を構成する前記光源手段側
から数えて第i番目の入射光学素子の副走査断面内のパワーをφi´、前記第i番目の入射
光学素子の材質の屈折率、前記屈折率の波長変化率を各々ni´、dni´/dλ（1/nm）、前
記入射光学系の副走査断面内のパワー、前記入射光学系の副走査断面内の倍率を各々φ´
、β´とするとき、
【数９】

但し、前記入射光学素子は、屈折光学素子又は曲面ミラーである
なる条件を満足することを特徴としている。
【００１９】
　請求項４の発明は請求項１乃至３のいずれか１項の発明において、前記結像光学系の副
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走査断面内の倍率は、３以下であることを特徴としている。
【００２０】
　請求項５の発明は請求項１乃至４のいずれか１項の発明において、前記結像光学系は、
副走査断面内において、前記偏向手段の偏向面の倒れによる前記被走査面上における結像
位置を補正する面倒れ補正機能を有していることを特徴としている。
【００２１】
　請求項６の発明は請求項１乃至５のいずれか１項の発明において、前記結像光学系を構
成する前記偏向手段側から数えて第i番目の結像光学素子の主走査断面内のパワーをφai
、前記第i番目の結像光学素子の材質の屈折率、前記屈折率の温度変化率を各々ni、dni/d
t(1/℃)、前記結像光学系の主走査断面内のパワーをφa、前記入射光学系を構成する前記
光源手段側から数えて第i番目の入射光学素子の主走査断面内のパワーをφai´、前記第i
番目の入射光学素子の材質の屈折率、前記屈折率の波長変化率を各々ni´、dni´/dλ（1
/nm）、前記入射光学系の主走査断面内のパワー、前記入射光学系の主走査断面内の倍率
を各々φa´、βa´とするとき、

【数１０】

　但し、前記入射光学素子は、屈折光学素子又は曲面ミラーである
なる条件を満足することを特徴としている。
【００２２】
　請求項７の発明は請求項１乃至６のいずれか１項の発明において、前記結像光学系を構
成する結像光学素子のうち少なくとも１つは樹脂材料より成り、
　前記結像光学系を構成する前記偏向手段側から数えて第i番目の結像光学素子の主走査
断面内のパワーをφai、前記第i番目の結像光学素子の屈折率、前記屈折率の温度変化率
を各々ni、dni/dt(1/℃)、前記結像光学系の主走査断面内のパワーをφa、前記樹脂材料
より成る結像光学素子の全系の主走査断面内のパワーをφapとするとき、
【数１１】

なる条件を満足することを特徴としている。
【００２３】
　請求項８の発明は請求項７の発明において、前記入射光学系を構成する前記光源手段側
から数えて第i番目の入射光学素子の主走査断面内のパワーをφai´、前記第i番目の入射
光学素子の材質の屈折率、前記屈折率の波長変化率を各々ni´、dni´/dλ（1/nm）、前
記入射光学系の主走査断面内のパワー、前記入射光学系の主走査断面内の倍率を各々φa
´、βa´とするとき、
【数１２】



(8) JP 4401950 B2 2010.1.20

10

20

30

40

50

なる条件を満足することを特徴としている。
【００２４】
　請求項９の発明は請求項１乃至８のいずれか１項の発明において、前記結像光学系は、
屈折光学素子と曲面ミラーの両方を含むことを特徴としている。
【００２５】
　請求項１０の発明の画像形成装置は、請求項１乃至９の何れか１項に記載の光走査装置
と、前記被走査面に配置された感光体と、前記光走査装置で走査された光ビームによって
前記感光体の上に形成された静電潜像をトナー像として現像する現像器と、現像されたト
ナー像を被転写材に転写する転写手段と、転写されたトナー像を被転写材に定着させる定
着器とを有することを特徴としている。
【００２６】
　請求項１１の発明の画像形成装置は、請求項１乃至９の何れか１項に記載の光走査装置
と、外部機器から入力したコードデータを画像信号に変換して前記光走査装置に入力せし
めるプリンタコントローラとを有していることを特徴としている。
【発明の効果】
【００４１】
　本発明によれば短波長の光束で像面深度が浅くても、環境変動や波長変動に対して特に
副走査及び主走査方向の像面特性の劣化やピッチムラが少なく、高精彩な画質を得ること
ができる光走査装置及びそれを用いた画像形成装置を達成することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４２】
　以下、図面を用いて本発明の実施例を説明する。
【実施例１】
【００４３】
　図１は本発明の実施例１の主走査方向の要部断面図(主走査断面図)である。
【００４４】
　ここで、主走査方向とは偏向手段の回転軸及び結像光学系の光軸に垂直な方向（偏向手
段で光束が反射偏向（偏向走査）される方向）を示し、副走査方向とは偏向手段の回転軸
と平行な方向を示す。また主走査断面とは主走査方向に平行で結像光学系の光軸を含む平
面を示す。また副走査断面とは結像光学系の光軸を含む主走査断面と垂直な断面を示す。
【００４５】
　同図において１は光源手段であり、例えば波長λが４５０ｎｍ以下（本実施例では４０
５ｎｍ）の光束を発振する半導体レーザー（短波長レーザー）より成っている。
【００４６】
　２は開口絞りであり、通過光束を制限してビーム形状を整形している。
【００４７】
　３は球面レンズ（コリメーターレンズ）であり、光源手段１から発せられた光束を平行
光束を又は略平行光束（弱収束光束、もしくは弱発散光束）に変換している。
【００４８】
　９は貼り合わせレンズ部であり、負（凹）のパワー（屈折力）を有するレンズ９ａと正
（凸）のパワー（屈折力）を有するレンズ９ｂの２枚のレンズを貼り合わせている。
【００４９】
　球面レンズ３、シリンドリカルレンズ４は、屈折光学素子を意味する。
【００５０】
　４はレンズ系（シリンドリカルレンズ）であり、副走査断面内にのみ所定のパワーを有
しており、貼り合わせレンズ部９を通過した光束を副走査断面内で後述する光偏向器５の
偏向面(反射面)５ａにほぼ線像として結像させている。
【００５１】
　尚、開口絞り２、球面レンズ３、貼り合わせレンズ部９、そしてシリンドリカルレンズ
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４等の各要素は入射光学系ＬＡの一要素を構成している。入射光学系ＬＡの１枚以上の各
光学素子の材料は全てガラス材である。
【００５２】
　５は偏向手段としての光偏向器であり、例えば８面構成の回転多面鏡（ポリゴンミラー
）より成っており、モーター等の駆動手段（不図示）により図中矢印Ａ方向に一定速度で
回転している。
【００５３】
　走査レンズは屈折光学素子を意味する。
【００５４】
　６は集光機能とｆθ特性とを有する結像光学系（ｆθレンズ系）であり、ガラス材料よ
り成る第１の走査レンズ(球面レンズ)６ａと、同じくガラス材料より成る第２の走査レン
ズ(トーリックレンズ)６ｂの２枚のレンズより成り、光偏向器５によって反射偏向された
画像情報に基づく光束を被走査面としての感光ドラム面８上に結像させ、かつ副走査断面
内において光偏向器５の偏向面５ａと感光ドラム面８との間を共役関係にすることにより
、偏向面５ａの反射面が光偏向器５の回転軸に対して平行方向から倒れたときの被走査面
８上における結像位置のズレを補正する、所謂倒れ補正機能（面倒れ補正光学系）を有し
ている。
【００５５】
　８は被走査面としての感光ドラム面である。
【００５６】
　本実施例において半導体レーザー１から出射した光束は開口絞り２によって該光束（光
量）が制限され、球面レンズ３により略平行光束に変換され、貼り合わせレンズ部９を通
過してシリンドリカルレンズ４に入射している。シリンドリカルレンズ４に入射した略平
行光束のうち主走査断面においてはそのままの状態で射出する。また副走査断面内におい
ては収束して光偏向器５の偏向面５ａ近傍にほぼ線像（主走査方向に長手の線像）として
結像している。
【００５７】
　そして光偏向器５の偏向面５ａで反射偏向された光束は第１、第２の走査レンズ６ａ，
６ｂを介して感光ドラム面８上にスポット状に結像され、該光偏向器５を矢印Ａ方向に回
転させることによって、該感光ドラム面８上を矢印Ｂ方向（主走査方向）に等速度で光走
査している。これにより記録媒体としての感光ドラム面８上に画像記録を行なっている。
【００５８】
　本実施例において、結像光学系６の副走査断面内のパワーと、副走査断面内の倍率(副
走査倍率)を各々φ、βとすると、環境変動（特に温度変化）により副走査断面内のパワ
ーφがΔφだけ変化したとき、像面(被走査面)の副走査方向の変動量（移動量）Δｓ1は
、Δφ≪φであるので、近軸で考えると、
【００５９】
【数７】

【００６０】
で表すことができる。温度変化による屈折率の変化率、即ち温度が１℃変化することによ
って走査レンズの材質の屈折率ｎがdn/dt(1/℃)(屈折率の温度変化率)だけ変化すると、
パワー変化Δφは
【００６１】
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【数８】

【００６２】
となる。関係式（１）と関係式（２）より温度変化によって結像光学系を構成するそれぞ
れの走査レンズの材質の屈折率ｎが変化することによる像面の副走査方向の移動量（ピン
ト移動量）Δs1は
【００６３】

【数９】

【００６４】
　ここでφiは結像光学系６を構成する光偏向器５側（偏向手段側）から数えて第i番目の
光学素子の副走査断面内のパワー、ni、dni/dtは各々結像光学系６を構成する光偏向器５
側から数えて第i番目の結像光学素子の材質の屈折率と、該屈折率の温度変化率である。
【００６５】
　像面深度は1.64×λ×（Ｆナンバー）2で表されるので関係式（３）より
【００６６】
【数１０】

【００６７】
となる。
【００６８】
　光学部材の変形や取付け位置誤差を考慮すると、２５℃昇温したときの像面湾曲の変動
量を像面深度に対して１/１０となるのが望ましいので、波長４５０（nm）以下の光束を
用いると条件式（４）は、
【００６９】
【数１１】

【００７０】
となる。
　条件式（５）を満足させるためには、φi×dni/dtを小さくすればよい。すなわちパワ
ーφiが大きい光学素子に温度変化率dni/dt(1/℃)が小さい硝材（例えばガラス等）を選
ぶことによって像面の副走査方向の変動量を小さくすることができる。
【００７１】
　さらに望ましくは上記条件式（５）を次の如く設定するのが良い。
【００７２】
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【数１２】

【００７３】
　本実施例の結像光学系６は上記の如く球面レンズ６ａとトーリックレンズ６ｂから構成
されている。
【００７４】
　球面レンズ６ａとトーリックレンズ６ｂは、屈折光学素子である。
【００７５】
　表１に結像光学系６の各レンズの光学配置、形状および使用した硝材の特性を示す。こ
こで「Ｅ－ｘ」は「１０－ｘ」を示している。
【００７６】
【表１】

【００７７】
　この系での副走査方向のデフォーカスとスポット径との関係を図２に示す。同図に示す
ように許容スポット径を４０（μｍ）とすると像面深度は±３．１（mm）である。２０℃
昇温したとき副走査方向の像面の移動量は０．１５（mm）と非常に小さく、変動量が像面
深度以下なのでスポット径を悪化させることがない。
【００７８】
　また回転多面鏡５の偏向面５aが３´面倒れしたときのピッチムラの変化を図３に示す
。
【００７９】
　同図の実線（実施例１）に示すように昇温してもピッチムラの変動が１μｍ程度に抑え
られているのが判る。
【００８０】
　尚、本実施例において入射光学系ＬＡの各入射光学素子はガラス材より成るので、温度
変化による屈折率の変化は少ないので温度変化によるピント移動量（Δｓ４）を無視する
ことができる。
【００８１】
　本実施例において球面レンズ６ａ、トーリックレンズ６ｂの副走査断面内のパワーφｉ
は表１よりそれぞれ0.00033、0.012である。
【００８２】
　本実施例ではトーリックレンズ６ｂの硝材は商品名s-BAL41(（株）HOYA製)を使用して
おり、温度変化率dn/dtが3.4E-6と非常に小さい。したがって副走査断面内のパワーが大
きくても像面の変化が非常に小さい。
【００８３】
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　本実施例において副走査断面内における結像光学系６のパワーφは0.0197であり、かつ
副走査倍率βは-2.69なので表１の値を関係式（３）に代入すると、ΔＳ１＝1.6E―3とな
る。これは条件式（５）を十分に満足している。
【００８４】
　尚、本実施例では結像光学系６の副走査断面内の倍率βを３以下となるように設定して
いる。
【００８５】
　次に、入射光学系ＬＡの副走査断面内のパワーがΔφ´だけ変わることによる副走査方
向の像面湾曲の変動量Δs2は、該入射光学系ＬＡの副走査断面内のパワーと副走査断面内
の横倍率（副走査倍率）を各々φ´、β´、および結像光学系６における副走査倍率をβ
とするとき、
【００８６】
【数１３】

【００８７】
で表すことができる。
【００８８】
　波長変化による光学素子の材質の屈折率の変化率（複数の発光部を有するときは各発光
部から発振される光束内の波長差による屈折率の差も含む）即ち、レーザー波長が1nm変
化することによって入射光学系の入射光学素子の材質の屈折率ｎ´が波長変化率dn´/dλ
(1/nm)(屈折率の波長変化率)だけ変化すると、パワー変化Δφ´は
【００８９】
【数１４】

【００９０】
となる。関係式（６）と関係式（７）より波長差（基準波長との波長差、もしくは複数の
発光部（光源）間の波長差）によって入射光学系ＬＡを構成するそれぞれの光学素子の材
質の屈折率が変化することによる像面の副走査方向の移動量Δs2は
【００９１】
【数１５】

【００９２】
となる。
【００９３】
　ここでφi´は入射光学系ＬＡを構成する光源手段側から数えて第i番目の入射光学素子
のパワー、ni´、dni´/dλは各々入射光学系ＬＡを構成する光源手段１側から数えて第i
番目の光学素子の材質の屈折率と、該屈折率の波長変化率である。
【００９４】
　また、レーザー波長が1nm変化することによって結像光学系６の結像光学素子の材質の
屈折率が波長変化率dn/dλだけ変化すると、結像光学系６における副走査断面内のパワー
変動量Δφ3は、
【００９５】
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【数１６】

【００９６】
となる。条件式（１）と関係式（９）より温度変化によって結像光学系６を構成するそれ
ぞれの走査レンズの材質の屈折率が変化することによる像面の副走査方向の移動量Δs3は
、条件式(1)のΔφの代わりに関係式（９）のΔφ3を代入すると、
【００９７】

【数１７】

【００９８】
となる。
【００９９】
　入射光学系ＬＡの変動量Δs2と結像光学系６の変動量Δs3を合計すると波長変動に伴う
全系の変動量となる。ここで、Δs2が(1-β´)β2に依存しているのに対してΔs3は(1－
β)に依存している。結像光学系６の副走査倍率βは－0.5～－4.0程度であり、また入射
光学系ＬＡの副走査倍率|β´|は通常１より大きい。したがって、入射光学系ＬＡの変動
Δs2が結像光学系６に対して非常に大きくなるので入射光学系ＬＡのパワー変動を抑える
ことが重要である。ここで結像光学系６による移動量Δｓ3は小さいので無視することが
できる。
【０１００】
　像面深度は1.64×λ×（Ｆナンバー）2で表わされるので関係式（８）より
【０１０１】

【数１８】

【０１０２】
となる。
【０１０３】
　現在製品化されているブルーレーザーの波長バラツキは1nm以上あり、光学部材の変形
や取付け位置誤差を考慮すると、波長バラツキ（基準波長とのバラツキ、もしくは複数の
発光部（光源）間のバラツキ）１nmに対して像面湾曲の変動量は像面深度に対して１/１
０となるのが望ましいので、４５０nm以下の波長で考えると条件式（１１）は、
【０１０４】
【数１９】

【０１０５】
となる。（請求項１）
　さらに望ましくは上記条件式（１２）を次の如く設定するのが良い。
【０１０６】
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【数２０】

【０１０７】
　表２に入射光学系ＬＡのレンズの光学配置、形状および使用した硝材の特性を示す。こ
こで「Ｅ－ｘ」は「１０－ｘ」を示している。
【０１０８】

【表２】

【０１０９】
　本実施例において、球面レンズ３、レンズ９ａ（凹），９ｂ（凸）、シリンドリカルレ
ンズ4の副走査断面内のパワーはそれぞれ0.024、－0.03、0.048、0.014である。表2より
明らかなように、波長変化率dn/ｄλが大きいレンズ９ａ（凹）に負のパワーを持たせる
ことで、シリンドリカルレンズ4および球面レンズ３で発生する色収差を打ち消している
。
【０１１０】
　光源手段(単一もしくは複数の発光部を有する光源)において１nmの波長差があった場合
、波長の差によって像面の位置が0.38ｍｍほど変化する。本実施例の副走査方向の像面深
度が±3.1ｍｍであるので、この差は非常に小さい。
【０１１１】
　本実施例において入射光学系ＬＡ全体における副走査断面内のパワーφ´は0.0484、入
射光学系ＬＡの副走査倍率β´が－3.03、および結像光学系６の副走査倍率βは－2.69で
あるので、表２の条件を条件式（８）に代入すると0.048となる。これは条件式（１２）
を十分に満足している。
【０１１２】
　このように本実施例では上記の如く結像光学系６の配置誤差等に伴う被走査面８上での
走査線曲がりの敏感度を低減して、常に良好なる画像が得られるようにしている。
【０１１３】
　尚、入射光学系は曲面ミラーを含ませて構成しても良い。
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【０１１４】
　図４は本発明の実施例２の主走査断面図である。同図において図１に示した要素と同一
要素には同符番を付している。
【０１１５】
　本実施例において前述の実施例１と異なる点は、結像光学系１６をガラス材料より成る
ガラスレンズ(トーリックレンズ)１６ａと樹脂材料より成る樹脂レンズ（アナモフィック
レンズ）））１６ｂで構成したことである。その他の構成及び光学的作用は実施例1と略
同様であり、これにより同様な効果を得ている。
【０１１６】
　樹脂レンズ（アナモフィックレンズ）１６ｂは、屈折光学素子を意味する。
【０１１７】
　結像光学系のレンズ構成が、ガラスレンズのみだと、図５に示す曲線（ａ）のように副
走査方向の像面湾曲が残ってしまう。そこで本実施例は樹脂成形によってレンズ面形状を
非球面にすることで、パワーが最も大きいガラスレンズのみでは取りきれなかった副走査
方向の像面湾曲を図５に示す曲線(b)のように良好に補正している。（請求項４）
　ただし、樹脂レンズ１６ｂは環境変動によってその材質の屈折率が変わりやすいので、
該樹脂レンズ１６ｂのパワーを考慮する必要がある。
【０１１８】
　前記条件式（５）を満足させるためには、前述のようにφi×dni/dtを小さくすればよ
い。すなわち、樹脂のより成る光学素子の副走査断面内のパワー(樹脂より成る光学素子
が複数あるときには、その合計のパワー)φPを結像光学系１６の副走査断面内のパワーφ
に対して、
　　　　｜φP／φ｜≦0.3・・・（１３）
なる条件を満たすようなパワー配置にすることが望ましい。
【０１１９】
　更に望ましくは上記条件式（１３）を次の如く設定するのが良い。
【０１２０】
　　　　　　0.01≦｜φP／φ｜≦0.25　　　　・・・（１３ａ）
　本実施例の結像光学系１６は上記の如くトーリックレンズ１６ａとアナモフィック面を
有するアナモフィックレンズ１６ｂから構成されている。アナモフィック面とは主走査断
面内と副走査断面内において異なる結像特性（パワー）をもっている面である。
【０１２１】
　表３に結像光学系１６の各レンズの光学配置、形状および使用した硝材の特性を示す。
ここで「Ｅ－ｘ」は「１０－ｘ」を示している。
【０１２２】
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【表３】

【０１２３】
　アナモフィックレンズ6bを図４に示すように非球面形状にすることで、図５に示すよう
に副走査方向の像面湾曲を曲線(a)の状態から曲線(b)の状態へと良好に補正することがで
きる。ただし、樹脂レンズは環境変動によってその材質の屈折率が変わりやすいので樹脂
レンズの副走査断面内のパワーはガラスレンズに対して小さくするのが良い。
【０１２４】
　本実施例においてトーリックレンズ１６ａ、アナモフィックレンズ１６ｂ、結像光学系
１６全体の副走査断面内のパワーは表３よりそれぞれ0.0168、0.0036、0.0197である。
【０１２５】
　本実施例ではトーリックレンズ１６ａの硝材を、例えば商品名BSL7(（株）HOYA製)を使
用しており、温度変化率dn/dtが3.3E-6と非常に小さい。アナモフィックレンズ１６ｂの
硝材は、例えば商品名ＺＥＯＮＥＸ　Ｅ４８０などであり、温度変化率dn/dtが7.9E-5と
トーリックレンズ１６ａに対して敏感であるが、副走査断面内のパワーが結像光学系全体
の１／5程度なので全系におけるパワーの変動量は小さくなっている。
【０１２６】
　本実施例での副走査方向の像面深度は許容スポット径を40μｍとすると±4.3ｍｍであ
る。20℃昇温したとき副走査方向の像面の移動量は0.5ｍｍ以下と小さく、変動量が像面
深度以下なのでスポット径を悪化させることがない。
【０１２７】
　本実施例において副走査断面内における結像光学系のパワーφは0.0197であり、かつ副
走査倍率βは－2.55であるので、表3の条件を関係式（３）に代入すると5.8Ｅ-3となる。
これは条件式（５）を十分に満足している。
【実施例３】
【０１２８】
　図６（Ａ）は本発明の実施例３の主走査断面図、図６（Ｂ）は本発明の実施例３の副走
査断面図である。同図(A),(B)において図１に示した要素と同一要素には同符番を付して
いる。
【０１２９】
　本実施例において前述の実施例１と異なる点は、結像光学系２６を曲率を有する曲面ミ
ラー(トーリックミラー)２６ａと樹脂材料より成る樹脂レンズ（アナモフィックレンズ）
２６ｂの両方を用いて組み合せて構成したことである。その他の構成及び光学的作用は実
施例1と略同様であり、これにより同様な効果を得ている。
【０１３０】
　曲面ミラー２６ａは環境変動に対して屈折率の変化がないのでガラスレンズよりも有効
な結像光学系である。実施例２と同様に曲面ミラー２６ａだけでは副走査方向及び主走査
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方向の像面湾曲が残ってしまうので、樹脂成形によってレンズ面形状を非球面にすること
で、曲面ミラー２６ａでは取りきれなかった像面湾曲を図７に示すように良好に補正して
いる。
【０１３１】
　ただし、樹脂レンズ２６ｂは環境変動によってその材質の屈折率が変わりやすいので、
該樹脂レンズ２６ｂのパワーは曲面ミラー２６ａに対して十分小さくするのが良い。
【０１３２】
　本実施例の結像光学系２６は上記の如くトーリックミラー２６ａとアナモフィック面を
有するアナモフィックレンズ２６ｂから構成されている。アナモフィック面とは上記の如
く主走査方向と副走査方向において異なる結像特性をもっている面である。
【０１３３】
　表４に結像光学系２６の各レンズの光学配置、形状および使用した硝材の特性を示す。
ここで「Ｅ－ｘ」は「１０－ｘ」を示している。
【０１３４】

【表４】

【０１３５】
　本実施例においてトーリックミラー２６ａ、アナモフィックレンズ２６ｂ、結像光学系
２６全体の副走査断面内のパワーは表４よりそれぞれ－0.0191、－0.0011、0.0208である
。
【０１３６】
　本実施例ではアナモフィックレンズ２６ｂの硝材は、例えば商品名ＺＥＯＮＥＸ　Ｅ４
８０などであり、温度変化率dn/dtが-7.9E-5とガラスレンズに対して敏感であるが、副走
査断面内のパワーが結像光学系全体の１/20程度と小さいので全系におけるパワーの変動
量は小さくなっている。
【０１３７】
　本実施例での副走査方向の像面深度は許容スポット径を40μｍとすると±2.8ｍｍであ
る。20℃昇温したとき副走査方向の像面の移動量は0.03ｍｍ以下と非常に小さく、変動量
が像面深度以下なのでスポット径を悪化させることがない。
【０１３８】
　本実施例において副走査倍率βは－3.23であるので、表４の条件を関係式（３）に代入
すると1.6Ｅ-3となる。これは条件式（５）を十分に満足している。
【実施例４】
【０１３９】
　図８は本発明の実施例４の光走査装置（マルチビーム光走査装置）の要部概略図、図９
は本発明の実施例４の主走査断面図である。図８、図９において図１に示した要素と同一
要素には同符番を付している。尚、図９においてＢＤ光学系は省略して示している。
【０１４０】
　本実施例において前述の実施例１と異なる点は光源手段８１を複数の発光部を有するマ
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ルチ半導体レーザーより構成したこと、該複数の発光部から発せられた光束の波長差によ
るピント変動を入射光学系LAで補正したこと、結像光学系３６は樹脂材料より成る２枚の
走査レンズ（光学素子）36a,36bより構成したことである。その他の構成および光学的作
用は実施例１と略同様であり、これにより同様な効果を得ている。
樹脂材料より成る２枚の走査レンズ（光学素子）36a,36bは屈折光学素子を意味する。
【０１４１】
　即ち、同図において８１は複数の発光部を有する光源手段である。光源手段８１は、波
長４５０（nm）以下（本実施例では４０５（nm））のレーザ光を発振するマルチ半導体レ
ーザー（短波長レーザー）より成っている。尚、本実施例では光源手段を２つの発光部よ
り構成したが、３つ以上であっても良い。
【０１４２】
　３６は集光機能とｆθ特性とを有する結像光学系（ｆθレンズ系）であり、プラスチッ
ク材料より成る第１、第２の２枚の走査レンズ３６ａ，３６ｂより成っている。
【０１４３】
　本実施例においてマルチ半導体レーザー８１より射出した複数（本実施例では２本）の
発散光束は球面レンズ３により略平行光束に変換され、貼り合せレンズ部９を通過し、開
口絞り２によって該光束（光量）が制限されてシリンドリカルレンズ４に入射している。
シリンドリカルレンズ４に入射した複数の光束のうち主走査断面内においてはそのままの
状態で射出する。また副走査断面内においては収束して光偏向器５の偏向面５aにほぼ線
像（主走査方向に長手の線像）として結像する。そして光偏向器５の偏向面５aで反射偏
向された複数の光束は第１、第２の２枚のｆθレンズ３６ａ，３６ｂにより感光ドラム面
８上にスポット形状に結像され、該光偏向器５を矢印A方向に回転させることによって、
該感光ドラム面８上を複数の光束で矢印B方向（主走査方向）に等速度で光走査している
。これにより記録媒体である感光ドラム面８上に２本の走査線を同時に形成し、画像記録
を行っている。
【０１４４】
　上記の光走査装置においては感光ドラム面８上を光スポットで走査する前に該感光ドラ
ム８面上における画像形成を開始するタイミングを調整するために、光検出器としてのＢ
Ｄ（beam detector）センサ－３５が設けられている。このＢＤセンサー３５は光偏向器
５で反射偏向された光束の一部であるＢＤ光束、即ち感光ドラム８面上の画像形成領域を
走査する前の画像形成領域外の領域を走査している時の光束を受光する。このＢＤ光束は
ＢＤミラー３０で反射され、ＢＤレンズ（不図示）で集光されてＢＤセンサー３５に入射
する。そしてこのＢＤセンサー３５の出力信号からＢＤ信号（同期信号）を検出し、この
ＢＤ信号に基づいて感光ドラム８面における画像記録の開始タイミングを調整している。
【０１４５】
　前述の如く現在製品化されているブルーマルチレーザーの波長バラツキは1nm以上あり
、光学部材の変形や取付け位置誤差を考慮すると、複数の発光部(光源)の波長バラツキ１
nmに対して像面湾曲の変動量は像面深度に対して1/10となるのが望ましいので、450nm以
下の波長で考えると条件式（１１）は、
【０１４６】
【数２１】

【０１４７】
となる。
【０１４８】
　本実施例における入射光学系ＬＡは球面レンズ３と貼り合わせレンズ部９とシリンドリ
カルレンズ4から構成されている。
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【０１４９】
　表５に入射光学系LAの各レンズの光学配置、形状および使用した硝材の特性を示す。こ
こで「Ｅ－ｘ」は「１０－ｘ」を示している。
【０１５０】
【表５】

【０１５１】
　複数の発光部(光源)において１nmの波長差があった場合、波長の差によって像面の位置
が0.38ｍｍほど変化する。本実施例の副走査方向の像面深度が±3.1ｍｍであるので、こ
の差は非常に小さい。
【０１５２】
　本実施例において、球面レンズ３、レンズ９ａ（凹），９ｂ（凸）、シリンドリカルレ
ンズ4の副走査断面内のパワーはそれぞれ0.024、－0.03、0.048、0.014である。表５より
明らかなように、波長変化率dn/ｄλが大きいレンズ９a（凹）に負のパワーを持たせるこ
とで、シリンドリカルレンズ4および球面レンズ３で発生する色収差を打ち消している。
【０１５３】
　本実施例において入射光学系ＬＡ全体における副走査断面内のパワーφ´は0.0484、入
射光学系ＬＡの副走査倍率β´が－3.03、および結像光学系６の副走査倍率βは－2.69で
あるので、表５の条件を条件式（８）に代入すると0.048となる。これは条件式（１４）
を十分に満足している。
【０１５４】
　本実施例のマルチビーム光走査装置の場合、感光ドラム面８への１回の主走査方向の光
走査で複数のビームが走査されるため、偏向手段の主走査方向の走査速度を変えることな
く、感光ドラムの回転速度を上げることで走査速度を高速化することができるため、画像
形成の高速化が達成できる。
【０１５５】
　尚、本実施例では光源手段を複数の発光部を有する光源より構成したが、これに限らず
、例えば単一の光束を発する光源を複数個設けて構成しても良い。
【０１５６】
　また各実施例においては結像光学系を２枚の光学素子より構成したが、これに限らず、
例えば単一、もしくは３枚以上の光学素子より構成しても良い。
【実施例５】



(20) JP 4401950 B2 2010.1.20

10

20

30

40

50

【０１５７】
　次に前述の実施例１において主走査断面内におけるピント移動を補正する実施例５につ
いて説明する。
【０１５８】
　本実施例において、結像光学系６の主走査断面内のパワーをφａとすると、環境変動（
特に温度変化）により主走査断面内のパワーφａがΔφａだけ変化したとき、像面(被走
査面)の主走査方向の変動量（移動量）Δｓａ1は、Δφａ≪φａであるので、近軸で考え
ると、
【０１５９】
【数２２】

【０１６０】
で表すことができる。温度変化による屈折率の変化率、即ち温度が１℃変化することによ
って走査レンズの材質の屈折率ｎがdn/dt(1/℃)(屈折率の温度変化率)だけ変化すると、
パワー変化Δφａは
【０１６１】
【数２３】

【０１６２】
となる。関係式（１ｂ）と関係式（２ｂ）より温度変化によって結像光学系を構成するそ
れぞれの走査レンズの材質の屈折率ｎが変化することによる像面の主走査方向の移動量（
ピント移動量）Δsａ1は
【０１６３】

【数２４】

【０１６４】
となる。
【０１６５】
　ここでφａiは結像光学系６を構成する光偏向器５側から数えて第ｉ番目の光学素子の
主走査断面内のパワー、ni、dni/dtは各々結像光学系６を構成する光偏向器５側から数え
て第ｉ番目の光学素子の材質の屈折率と、該屈折率の温度変化率である。
【０１６６】
　像面深度は1.64×λ×（Ｆナンバー）2で表されるので関係式（３ｂ）より
【０１６７】

【数２５】

【０１６８】
となる。
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【０１６９】
　光学部材の変形や取付け位置誤差を考慮すると、２５℃昇温したときの像面湾曲の変動
量を像面深度に対して１/１０となるのが望ましいので、４５０（nm）以下の波長で考え
ると条件式（４ｂ）は、
【０１７０】
【数２６】

【０１７１】
となる。
【０１７２】
　条件式（５ｂ）を満足させるためには、φａi×dni/dtを小さくすればよい。すなわち
パワーφａiが大きい光学素子を温度変化率dni/dtが小さい硝材（例えばガラス等）を選
ぶことによって像面の主走査方向の変動量を小さくすることができる。
【０１７３】
　さらに望ましくは上記条件式（５ｂ）を次の如く設定するのが良い。
【０１７４】
【数２７】

【０１７５】
　本実施例の結像光学系６は上記の如く球面レンズ６ａとトーリックレンズ６ｂから構成
されている。
【０１７６】
　本実施例において球面レンズ６ａ、トーリックレンズ６ｂの主走査断面内のパワーφａ

iは表１よりそれぞれ0.0035、0.0003である。
【０１７７】
　本実施例ではトーリックレンズ６ｂの硝材は商品名s-BAL41(（株）HOYA製)を使用して
おり、温度変化率dn/dtが3.4E-6と非常に小さい。したがって主走査断面内のパワーが大
きくても像面の変化が非常に小さい。
【０１７８】
　この系での主走査方向のデフォーカスとスポット径との関係を図１３に示す。同図に示
すように許容スポット径を３５μｍとすると像面深度は±１．４mmである。２０℃昇温し
たとき主走査方向の像面の移動量は０．０８mmと非常に小さく、変動量が像面深度以下な
のでスポット径を悪化させることがない。
【０１７９】
　尚、本実施例において入射光学系ＬＡの各光学素子はガラス材より成るので、温度変化
による屈折率の変化は少ないので温度変化によるピント移動量（Δｓ４）を無視すること
ができる。
【０１８０】
　本実施例において主走査断面内における結像光学系６のパワーは0.0030なので表１の値
を関係式（３ｂ）に代入すると、ΔＳａ１＝0.002となる。これは条件式（５ｂ）を十分
に満足している。
【０１８１】
　次に、入射光学系ＬＡの主走査断面内のパワーがΔφａ´だけ変わることによる主走査
方向の像面湾曲の変動量Δsａ2は、該入射光学系ＬＡの主走査断面内のパワーと主走査断
面内の横倍率（主走査倍率）を各々φａ´、βａ´とするとき、
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【０１８２】
【数２８】

【０１８３】
で表すことができる。
【０１８４】
　波長変化による光学素子の材質の屈折率の変化率（複数の発光部を有するときは各発光
部から発振される光束内の波長差による屈折率の差も含む）即ち、レーザー波長が1nm変
化することによって入射光学系ＬＡの光学素子の材質の屈折率ｎ´が波長変化、即ち入射
光学系の率dn´/dλ(1/nm)(屈折率の波長変化率)だけ変化すると、Δφａ´は、
【０１８５】

【数２９】

【０１８６】
となる。関係式（６ｂ）と関係式（７ｂ）より波長差（基準波長との波長差、もしくは複
数の発光部（光源）間の波長差）によって入射光学系LAを構成するそれぞれの入射光学系
ＬＡの光学素子の材質の屈折率が変化することによる像面の主走査方向の移動量Δsａ2は
【０１８７】

【数３０】

【０１８８】
となる。
【０１８９】
　ここでφａi´は入射光学系ＬＡを構成する光源手段１側から数えて第ｉ番目の光学素
子の主走査断面内のパワー、ni´、dni´/dλは各々入射光学系ＬＡを構成する光源手段
１側から数えて第ｉ番目の光学素子の材質の屈折率と、該屈折率の波長変化率である。
【０１９０】
　また、レーザー波長が1nm変化することによって結像光学系6の光学素子の材質の屈折率
が波長変化率dn/dλだけ変化すると、結像光学系６における主走査断面内のパワー変動量
Δφａ3は、
【０１９１】
【数３１】

【０１９２】
となる。条件式（１ｂ）と関係式（９ｂ）より温度変化によって結像光学系６を構成する
それぞれの走査レンズの材質の屈折率が変化することによる像面の主走査方向の移動量Δ
sａ3は、条件式(1ｂ)のΔφａの代わりに関係式（９ｂ）のΔφａ3を代入すると、
【０１９３】
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【数３２】

【０１９４】
となる。
【０１９５】
　入射光学系LAの変動量Δsａ2と結像光学系６の変動量Δsａ3を合計すると波長変動に伴
う全系の変動量となる。ここで、Δsａ2がβａ´2に依存しているのに対してΔsａ3は1に
依存している。結像光学系６の主走査倍率βａは5～20程度であり、入射光学系LAの変動
が結像光学系６に対して非常に大きくなるので入射光学系LAのパワー変動を抑えることが
重要である。ここで結像光学系6による移動量Δｓａ3は小さいので無視することができる
。
【０１９６】
　像面深度は1.64×λ×（Ｆナンバー）2で表わされるので関係式（８ｂ）より
【０１９７】

【数３３】

【０１９８】
となる。
【０１９９】
　現在製品化されているブルーレーザーの波長バラツキは1nm以上あり、光学部材の変形
や取付け位置誤差を考慮すると、波長バラツキ（基準波長とのバラツキ、もしくは複数の
発光部（光源）間のバラツキ）１nmに対して像面湾曲の変動量は像面深度に対して１/１
０となるのが望ましいので、４５０nm以下の波長で考えると条件式（１１ｂ）は、
【０２００】
【数３４】

【０２０１】
となる。
【０２０２】
　さらに望ましくは上記条件式（１２ｂ）を次の如く設定するのが良い。
【０２０３】

【数３５】

【０２０４】
　本実施例において、球面レンズ３、レンズ９ａ（凹），９ｂ（凸）、入射光学系LA全体
の主走査断面内のパワーはそれぞれ0.024、－0.030、0.049、0.048である。表2より明ら
かなように、波長変化率dn/ｄλが大きいレンズ９ａ（凹）に負のパワーを持たせること
で、球面レンズ３で発生する色収差を打ち消している。
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【０２０５】
　光源手段(単一もしくは複数の発光部を有する光源)において１nmの波長差があった場合
、波長の差によって像面の位置が0.05ｍｍほど変化する。本実施例の主走査方向の像面深
度は許容スポット径を35μｍとすると±1.1ｍｍであるので、この差は非常に小さい。
【０２０６】
　本実施例において入射光学系ＬＡ全体における主走査倍率βａ´が１２．２０であるの
で、表２の条件を条件式（８ｂ）に代入すると-0.003となる。これは条件式（１２ｂ）を
十分に満足している。
【０２０７】
　このように本実施例では上記の如く結像光学系６の配置誤差等に伴う被走査面８上での
走査線曲がりの敏感度を低減して、常に良好なる画像が得られるようにしている。
【実施例６】
【０２０８】
　図４の本発明の実施例２において主走査断面図におけるピント移動を補正する実施例６
について説明する。
【０２０９】
　結像光学系のレンズ構成が、ガラスレンズのみだと、図５に示す曲線（ａ）のように副
走査方向の像面湾曲が残ってしまう。そこで本実施例は樹脂成形によってレンズ面形状を
非球面にすることでパワーが最も大きいガラスレンズのみでは取りきれなかった副走査方
向の像面湾曲を図４に示す曲線(b)のように良好に補正している。
【０２１０】
　ただし、樹脂レンズ１６ｂは環境変動によって、その材質の屈折率が変わりやすいので
、該樹脂レンズ１６ｂのパワーを考慮する必要がある。
樹脂レンズ１６ｂは、屈折光学素子を意味する。
【０２１１】
　前記条件式（５ｂ）を満足させるためには、前述のようにφａi×dni/dtを小さくすれ
ばよい。すなわち、樹脂より成る光学素子の主走査断面内のパワー(樹脂より成る光学素
子が複数あるときには、その合計のパワー)φａPを結像光学系１６の主走査断面内のパワ
ーφａに対して、
　　　　｜φａP／φａ｜≦0.3・・・（１３ｂ）
なる条件を満たすようなパワー配置にすることが望ましい。
【０２１２】
　更に望ましくは上記条件式（１３ｂ）を次の如く設定するのが良い。
【０２１３】
　　　　　　0.01≦｜φａP／φａ｜≦0.25　　　　・・・（１３ｃ）
　本実施例の結像光学系１６は上記の如くトーリックレンズ１６ａとアナモフィック面を
有するアナモフィックレンズ１６ｂから構成されている。アナモフィック面とは主走査断
面内と副走査断面内において異なる結像特性(パワー)をもっている面である。
【０２１４】
　アナモフィックレンズ6bを図４に示すように非球面形状にすることで、図５に示すよう
に副走査方向の像面湾曲を曲線(a)の状態から曲線(b)の状態へと良好に補正することがで
きる。ただし、樹脂レンズは環境変動によってその材質の屈折率が変わりやすいので樹脂
レンズの主走査断面内のパワーはガラスレンズに対して小さくするのが良い。
【０２１５】
　本実施例において、トーリックレンズ１６ａ、アナモフィックレンズ１６ｂ、結像光学
系１６全体の主走査断面内のパワーは表３よりそれぞれ0.0043、0.0014、0.0056である。
【０２１６】
　本実施例ではトーリックレンズ6aの硝材を、例えば商品名BSL7((株)HOYA製)を使用して
おり、温度変化率dn/dtが3.3E-6と非常に小さい。アナモフィックレンズ１6bの硝材は、
例えば商品名ＺＥＯＮＥＸ　Ｅ４８Rなどであり、温度変化率dn/dtが7.9E-5とトーリック
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レンズ１６ａに対して温度変化による屈折率変動が10倍以上敏感であるが、主走査断面内
のパワーを全系の１／4以下に抑えることによって温度変化による全系におけるパワーの
変動量を小さくしている。
【０２１７】
　本実施例での主走査方向の像面深度は許容スポット径を35μｍとすると±1.2mmである
。2５℃昇温したとき主走査方向の像面の移動量は0.25mmと小さく、変動量が像面深度以
下なのでスポット径を悪化させることがない。
【０２１８】
　本実施例において、表３の値を条件式(３ｂ)に代入すると7.63E-3となる。これは条件
式(５ｂ)を十分に満足している。
【実施例７】
【０２１９】
　図１４(A),(B)は各々本発明の実施例７の光走査装置の要部断面図であり、同図(A)は主
走査断面図、同図(B)は副走査断面図である。
【０２２０】
　本実施例において前述の実施例５と異なる点は光学系をオーバーフィルド光学系（ＯＦ
Ｓ光学系）より構成したことである。その他の構成および光学的作用は実施例５と略同様
であり、これにより同様な効果を得ている。
【０２２１】
　即ち、同図において１´は光源手段であり、例えば半導体レーザーによりなっている。
【０２２２】
　９´は貼り合わせレンズ部であり、負（凹）のパワー（屈折力）を有するレンズ９ａ´
（凹）と正（凸）のパワー（屈折力）を有するレンズ９ｂ´（凸）の２枚のレンズを有し
ており、光源手段１´から出射した光束を略平行光束に変換している。本実施例では貼り
合わせレンズ部９´を光軸方向に移動させることにより、主走査方向の結像位置を調整し
ている。
【０２２３】
　３´は負の屈折率を有する球面レンズであり、貼り合わせレンズ部９´で略平行光束に
変換された光束を略発散光に変換している。本実施例では球面レンズ３´を光軸方向に移
動させることにより、主走査方向の結像位置を調整している。また球面レンズ３´の取付
け座面は後述する入射光学系の光軸と平行な平面に加工された形状より成っている。
【０２２４】
　２´は開口絞りであり、通過光束を制限してビーム形状を整形している。
【０２２５】
　４´は副走査断面内に正の屈折力を有するシリンドリカルレンズであり、開口絞り２´
を通過した光束を副走査断面内で光偏向器５´の偏向面５a´にほぼ線像として結像させ
ている。本実施例ではシリンドリカルレンズ４´を光軸方向に移動させることにより、副
走査方向の結像位置を調整している。またシリンドリカルレンズ４´の取付け座面は後述
する入射光学系の光軸と平行な平面に加工された形状よりなっている。
【０２２６】
　尚、貼り合わせレンズ部９´、球面レンズ３´、開口絞り２´、シリンドリカルレンズ
４´、そして後述する第１、第２の走査レンズ６a´、６b´の各要素は入射光学系（第１
の光学系）を構成している。また主走査断面内においては球面レンズ３´、シリンドリカ
ルレンズ４´と第１の走査レンズ６a´、６b´との４枚のレンズでアフォーカル系を構成
している。
【０２２７】
　球面レンズ３´、シリンドリカルレンズ４´と第１の走査レンズ６a´、６b´は、屈折
光学素子を意味する。
【０２２８】
　５´は光偏向器としてのポリゴンミラーであり、モーター等の駆動手段（不図示）によ
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【０２２９】
　６´はｆθ特性を有する結像光学系（第２の光学系）であり、第１、第２、第３の走査
レンズ６a´,６b´、６ｃ´のレンズより成っている。第１、第２の走査レンズ６a´,６b
´はガラスレンズであり、主走査方向の像面湾曲とｆθ特性とを両立させている。また第
３の走査レンズ６c´はプラスチックレンズであり、主走査断面内と副走査断面内とで異
なるパワーを有するアナモフィックレンズにすることで副走査方向の像面湾曲を満足させ
ている。また第１、第２のレンズ６a´,６b´は入射光学系の一部をも構成している。
【０２３０】
　８´は被走査面としての感光ドラム面である。
【０２３１】
　本実施例において、半導体レーザー１´から光変調され出射した光束は貼り合わせレン
ズ部９´によって略平行光束に変換され、球面レンズ３´によって発散光束に変換され、
開口絞り２´によって光束を制限してシリンドリカルレンズ４´に入射している。シリン
ドリカルレンズ４´に入射した光束のうち副走査断面内における光束は収束して第２、第
１の走査レンズ６b´、６a´を通過して光偏向器５´の偏向面５a´に入射し、該偏向面
５a´近傍にほぼ線像（主走査方向に長手の線像）として結像している。このとき偏向面
５a´に入射する光束を光偏向器５´の回転軸と結像光学系６´の光軸を含む副走査断面
から、該光偏向器５´の回転軸と垂直な平面（光偏向器５´の回転平面）に対して斜入射
角度θ／２＝度という小さな角度で入射させ、入射光束と偏向光束とを分離している（斜
入射光学系）。
【０２３２】
　また主走査断面内における光束は発散して第２、第１の走査レンズ６b´、６a´を通過
することによって略平行光束に変換され、光偏向器５´の偏向角の略中央から偏向面５a
´に入射している（正面入射）。このときの略平行光束の光束幅は主走査方向において光
偏向器５´の偏向面５a´のファセット幅に対して十分広くなるように設定している（オ
ーバーフィル光学系）。そして、光偏向器５´の偏向面５a´で偏向反射された光束は第
１、第２、第３の走査レンズ６a´,６b´,６c´を介して感光ドラム面８´に導光され、
該光偏向器５´を矢印Ａ方向に回転させることによって、該感光ドラム面８´上を矢印Ｂ
方向（主走査方向）に光走査している。これにより記録媒体としての感光ドラム面８´上
に画像記録を行っている。
【０２３３】
　本実施例の結像光学系６´は球面レンズ６a´、主走査断面内のみにパワーをもつシリ
ンドリカルレンズ６ｂ´、そして主走査断面内と副走査断面内とで異なるパワーをもつア
ナモフィックレンズ６ｃ´から構成されている。
【０２３４】
　表６に結像光学系６´の各レンズの光学配置、形状及び使用した硝材の特性を示してい
る。
【０２３５】
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【表６】

【０２３６】
　本実施例において球面レンズ6a´、シリンドリカルレンズ6b´、アナモフィックレンズ
6c´、結像光学系６´全系の主走査断面内のパワーは表６より－0.0025、0.0048、-7.90E
-5、0.0029である。
【０２３７】
　本実施例では球面レンズ6a´およびシリンドリカルレンズ6b´の硝材は商品名s-TIH11
および商品名s-BAH27(ともに(株)HOYA製)を使用しており、温度変化率dn/dtがそれぞれ5.
3E-6および6.2E-6と非常に小さい。またアナモフィックレンズ6c´の硝材は例えば商品名
ＺＥＯＮＥＸ　Ｅ４８Rなどであり、温度変化率dn/dtが7.9E-5とガラスレンズに対して敏
感であるが、主走査断面内のパワーが結像光学系６´全系のパワーの１／10以下なので全
系におけるパワーの変動量は小さくなっている。
【０２３８】
　この系での主走査方向のデフォーカスとスポット径の関係を図１５に示す。同図に示す
ように許容スポット径を35μｍとすると像面深度は±1.1ｍｍである。２５℃昇温したと
き主走査方向の像面の移動量は0.1ｍｍと非常に小さく、変動量が像面深度以下なのでス
ポット径を悪化させることがない。
【０２３９】
　本実施例において、表６の値を条件式(３ｂ)に代入すると2.93E-3となる。これは条件
式(５ｂ)を十分に満足している。
【０２４０】
　図１６は本発明の実施例７の入射光学系の主走査断面図である。同図において図１４に
示した要素と同一要素には同符番を付している。
【０２４１】
　同図における入射光学系は貼り合わせレンズ部９´、球面レンズ３´、開口絞り２´、
シリンドリカルレンズ4´、第２の走査レンズ（球面レンズ）6ｂ´、第１の走査レンズ(
シリンドリカルレンズ)6ａ´で構成されている。尚、主走査断面内においては球面レンズ
7´、シリンドリカルレンズ4´と第２、第１の走査レンズ6ｂ´,、6ａ´との４枚のレン
ズでアフォーカル系を構成している。
【０２４２】
　表７に入射光学系の各レンズの光学配置、形状および使用した硝材の特性を示す。ここ
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で「Ｅ－ｘ」は「１０－ｘ」を示している。
【０２４３】
【表７】

【０２４４】
　本実施例において、レンズ９ａ´（凹）、９ｂ´（凸）、球面レンズ３´、シリンドリ
カルレンズ４´、球面レンズ,6ａ´、入射光学系全体の主走査断面内のパワーはそれぞれ
0.090、-0.106、-0.009 、0.005、－0.002、0.009である。表５より明らかなように、波
長変化率dn/ｄλが大きいレンズ９ａ´（凹）に負のパワーを持たせることで、球面レン
ズ３´（凸）で発生する色収差を打ち消している。
【０２４５】
　光源手段(単一もしくは複数の発光部を有する光源)において１nmの波長差があった場合
、波長の差によって像面の位置が0.05ｍｍほど変化する。本実施例の主走査方向の像面深
度は許容スポット径を35μｍとすると±1.1ｍｍであるので、この差は非常に小さい。
【０２４６】
　本実施例において入射光学系ＬＡ全体における主走査倍率β´が148.73であるので、表
７の条件を条件式(４ｂ)に代入すると－0.03となる。これは条件式(12ｂ)を十分に満足し
ている。
【実施例８】
【０２４７】
　図６の本発明の実施例３の主走査断面図におけるピント移動を補正する実施例８につい
て説明する。
【０２４８】
　曲面ミラー２６ａは環境変動に対して屈折率の変化がないのでガラスレンズよりも有効
な結像光学系である。実施例６と同様に曲面ミラー２６ａだけでは主走査方向及び副走査
方向の像面湾曲が残ってしまうので、樹脂成形によってレンズ面形状を非球面にすること
で、曲面ミラー２６ａでは取りきれなかった像面湾曲を図７に示すように良好に補正して
いる。
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【０２４９】
　ただし、樹脂レンズ２６ｂは環境変動によってその材質の屈折率が変わりやすいので、
該樹脂レンズ２６ｂのパワーは曲面ミラー２６ａに対して十分小さくするのが良い。
【０２５０】
　本実施例の結像光学系２６は上記の如くトーリックミラー２６ａとアナモフィック面を
有するアナモフィックレンズ２６ｂから構成されている。アナモフィック面とは上記の如
く主走査方向と副走査方向において異なる結像特性をもっている面である。
【０２５１】
　本実施例においてトーリックミラー２６ａ、アナモフィックレンズ２６ｂ、結像光学系
２６全体の主走査断面内のパワーは表４よりそれぞれ0.0047、－0.00０５、0.0045である
。
【０２５２】
　本実施例ではアナモフィックレンズ２６ｂの硝材は、例えば商品名ＺＥＯＮＥＸ　Ｅ４
８０などであり、温度変化率dn/dtが-7.9E-5とガラスレンズに対して敏感であるが、主走
査断面内のパワーが結像光学系全系のパワーに対して１/９程度と小さいので全系におけ
るパワーの変動量は小さくなっている。
【０２５３】
　本実施例での主走査方向の像面深度は許容スポット径を３５μｍとすると±１．９ｍｍ
である。20℃昇温したとき主走査方向の像面の移動量は0.0２ｍｍ以下と非常に小さく、
変動量が像面深度以下なのでスポット径を悪化させることがない。
【０２５４】
　本実施例において主走査断面内における結像光学系のパワーは0.0045であるので、表４
の条件を関係式（３ｂ）に代入すると1.6Ｅ-3となる。これは条件式（５ｂ）を十分に満
足している。
【実施例９】
【０２５５】
　図８の本発明の実施例４の光走査装置（マルチビーム光走査装置）における主走査断面
内のピント移動を補正する実施例９について説明する。
【０２５６】
　現在製品化されているブルーレーザーの波長バラツキは1nm以上あり、光学部材の変形
や取付け位置誤差を考慮すると、複数の発光部（光源）の波長バラツキ１nmに対して像面
湾曲の変動量は像面深度に対して１/１０となるのが望ましいので、４５０nm以下の波長
で考えると条件式（１１ｂ）は、
【０２５７】
【数３６】

【０２５８】
となる。
【０２５９】
　本実施例において、球面レンズ３、レンズ９ａ（凹），９ｂ（凸）、シリンドリカルレ
ンズ4の主走査断面内のパワーはそれぞれ0.024、－0.030、0.049、0.048である。表５よ
り明らかなように、波長変化率dn/ｄλが大きいレンズ９a（凹）に負のパワーを持たせる
ことで球面レンズ３で発生する色収差を打ち消している。
【０２６０】
　複数の発光部(光源)において１nmの波長差があった場合、波長の差によって像面の位置
が0.05ｍｍほど変化する。本実施例の主走査方向の像面深度は許容スポット径を35μｍと
すると±１．1ｍｍであるので、この差は非常に小さい。
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【０２６１】
　本実施例において入射光学系ＬＡ全体における主走査倍率βａ´が12.20であるので、
表５の条件を条件式（８ｂ）に代入すると-0.003となる。これは条件式（１４ｂ）を十分
に満足している。
【０２６２】
　［画像形成装置］
　図１０は、本発明の画像形成装置の実施例を示す副走査方向の要部断面図である。図に
おいて、符号１０４は画像形成装置を示す。この画像形成装置１０４には、パーソナルコ
ンピュータ等の外部機器１１７からコードデータDｃが入力する。このコードデータDｃは
、装置内のプリンタコントローラ１１１によって、画像データ（ドットデータ）Dｉに変
換される。この画像データDｉは、実施例１～９に示した構成を有する光走査ユニット１
００に入力される。そして、この光走査ユニット１００からは、画像データDｉに応じて
変調された光ビーム１０３が出射され、この光ビーム１０３によって感光ドラム１０１の
感光面が主走査方向に走査される。
【０２６３】
　静電潜像担持体（感光体）たる感光ドラム１０１は、モータ１１５によって時計廻りに
回転させられる。そして、この回転に伴って、感光ドラム１０１の感光面が光ビーム１０
３に対して、主走査方向と直交する副走査方向に移動する。感光ドラム１０１の上方には
、感光ドラム１０１の表面を一様に帯電せしめる帯電ローラ１０２が表面に当接するよう
に設けられている。そして、帯電ローラ１０２によって帯電された感光ドラム１０１の表
面に、前記光走査ユニット１００によって走査される光ビーム１０３が照射されるように
なっている。
【０２６４】
　先に説明したように、光ビーム１０３は、画像データDｉに基づいて変調されており、
この光ビーム１０３を照射することによって感光ドラム１０１の表面に静電潜像を形成せ
しめる。この静電潜像は、上記光ビーム１０３の照射位置よりもさらに感光ドラム１０１
の回転方向の下流側で感光ドラム１０１に当接するように配設された現像器１０７によっ
てトナー像として現像される。
【０２６５】
　現像器１０７によって現像されたトナー像は、感光ドラム１０１の下方で、感光ドラム
１０１に対向するように配設された転写ローラ１０８によって被転写材たる用紙１１２上
に転写される。用紙１１２は感光ドラム１０１の前方（図１０において右側）の用紙カセ
ット１０９内に収納されているが、手差しでも給紙が可能である。用紙カセット１０９端
部には、給紙ローラ１１０が配設されており、用紙カセット１０９内の用紙１１２を搬送
路へ送り込む。
【０２６６】
　以上のようにして、未定着トナー像を転写された用紙１１２はさらに感光ドラム１０１
後方（図１０において左側）の定着器へと搬送される。定着器は内部に定着ヒータ（図示
せず）を有する定着ローラ１１３とこの定着ローラ１１３に圧接するように配設された加
圧ローラ１１４とで構成されており、転写部から搬送されてきた用紙１１２を定着ローラ
１１３と加圧ローラ１１４の圧接部にて加圧しながら加熱することにより用紙１１２上の
未定着トナー像を定着せしめる。更に定着ローラ１１３の後方には排紙ローラ１１６が配
設されており、定着された用紙１１２を画像形成装置の外に排出せしめる。
【０２６７】
　図１０においては図示していないが、プリントコントローラ１１１は、先に説明したデ
ータの変換だけでなく、モータ１１５を始め画像形成装置内の各部や、後述する光走査ユ
ニット内のポリゴンモータなどの制御を行う。
【０２６８】
　本発明で使用される画像形成装置の記録密度は、特に限定されない。しかし、記録密度
が高くなればなるほど、高画質が求められることを考えると、１２００ｄｐｉ以上の画像
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形成装置において本発明の実施例１～９の構成はより効果を発揮する。
【０２６９】
　［カラー画像形成装置］
　図１１は本発明の実施例のカラー画像形成装置の要部概略図である。本実施例は、光走
査装置を４個並べ各々並行して像担持体である感光ドラム面上に画像情報を記録するタン
デムタイプのカラー画像形成装置である。図１１において、６０はカラー画像形成装置、
１１，１２，１３，１４は各々実施例１～９に示したいずれかの構成を有する光走査装置
、２１，２２，２３，２４は各々像担持体としての感光ドラム、３１，３２，３３，３４
は各々現像器、５１は搬送ベルトである。
【０２７０】
　図１１において、カラー画像形成装置６０には、パーソナルコンピュータ等の外部機器
５２からＲ（レッド）、Ｇ（グリーン）、Ｂ（ブルー）の各色信号が入力する。これらの
色信号は、装置内のプリンタコントローラ５３によって、Ｃ（シアン），Ｍ（マゼンタ）
，Ｙ（イエロー）、Ｂ（ブラック）の各画像データ（ドットデータ）に変換される。これ
らの画像データは、それぞれ光走査装置１１，１２，１３，１４に入力される。そして、
これらの光走査装置からは、各画像データに応じて変調された光ビーム４１，４２，４３
，４４が出射され、これらの光ビームによって感光ドラム２１，２２，２３，２４の感光
面が主走査方向に走査される。
【０２７１】
　本実施例におけるカラー画像形成装置は光走査装置（１１，１２，１３，１４）を４個
並べ、各々がＣ（シアン），Ｍ（マゼンタ），Ｙ（イエロー）、Ｂ（ブラック）の各色に
対応し、各々平行して感光ドラム２１，２２，２３，２４面上に画像信号（画像情報）を
記録し、カラー画像を高速に印字するものである。
【０２７２】
　本実施例におけるカラー画像形成装置は上述の如く４つの光走査装置１１，１２，１３
，１４により各々の画像データに基づいた光ビームを用いて各色の潜像を各々対応する感
光ドラム２１，２２，２３，２４面上に形成している。その後、記録材に多重転写して１
枚のフルカラー画像を形成している。
【０２７３】
　前記外部機器５２としては、例えばＣＣＤセンサを備えたカラー画像読取装置が用いら
れても良い。この場合には、このカラー画像読取装置と、カラー画像形成装置６０とで、
カラーデジタル複写機が構成される。
【図面の簡単な説明】
【０２７４】
【図１】本発明の実施例１の主走査断面図
【図２】本発明の実施例１のデフォーカスとスポット径の特性図
【図３】本発明の実施例１の偏向面の倒れによるピッチムラ図
【図４】本発明の実施例２の主走査断面図
【図５】本発明の実施例２における副走査方向の像面湾曲図
【図６】本発明の実施例３の主走査断面図および副走査断面図
【図７】本発明の実施例３における像面湾曲図
【図８】本発明の実施例４の光走査装置の要部概略図
【図９】本発明の実施例４の主走査断面図
【図１０】本発明の画像形成装置の実施例を示す副走査断面図
【図１１】本発明の実施例のカラー画像形成装置の要部概略図
【図１２】従来の光走査装置の要部概略図
【図１３】本発明の実施例５のデフォーカスとスポット径の特性図
【図１４】本発明の実施例７の主走査断面図および副走査断面図
【図１５】本発明の実施例７のデフォーカスとスポット径の特性図
【図１６】本発明の実施例７の主走査断面図
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【符号の説明】
【０２７５】
　　１　光源手段（半導体レーザー）
　　８１　光源手段（マルチ半導体レーザー）
　　２　開口絞り
　　３　球面レンズ
　　９　貼り合わせレンズ部
　　４　レンズ系（シリンドリカルレンズ）
　　５　偏向手段（回転多面鏡）
　　６，１６，２６、３６　結像光学系
　　６ａ，１６ａ，２６ａ，３６ａ　第１の走査レンズ
　　６ｂ，１６ｂ，２６ｂ，３６ｂ　第２の走査レンズ
　　８　被走査面（感光体ドラム）
　　ＬＡ　入射光学系
　　１１、１２、１３、１４　光走査装置
　　２１、２２、２３、２４　像担持体（感光ドラム）
　　３１、３２、３３、３４　現像器
　　５１　搬送ベルト
　　４１，４２，４３，４４　レーザビーム（光束）
　　５２　外部機器
　　５３　プリンタコントローラ
　　６０　カラー画像形成装置
　　１００　光走査装置
　　１０１　感光ドラム
　　１０２　帯電ローラ
　　１０３　光ビーム
　　１０４　画像形成装置
　　１０７　現像装置
　　１０８　転写ローラ
　　１０９　用紙カセット
　　１１０　給紙ローラ
　　１１１　プリンタコントローラ
　　１１２　転写材（用紙）
　　１１３　定着ローラ
　　１１４　加圧ローラ
　　１１５　モータ
　　１１６　排紙ローラ
　　１１７　外部機器
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